
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社内報 
深
し ん

 緑
り ょ く

 
創 刊：平成 20年 1月 31日 

発行所：大成運輸株式会社 

編 集：安全管理推進部 第 45号 発行日 平成 27年 5月 15 日 

月 30 日 

日 

浦 尾 社 長 の コ ラ ム 

異常事態宣言 Ⅱ 

前回より、９年ぶりに感じる「たるみ」に対する危機感です。 

 

４月に高速道路での追突事故が２件発生しています。 

事故内容は周知されていると思いますが、 

 

「たまたま、相手方が死亡しなかった」事故と、 

「たまたま、当方が死亡しなかった」事故です。 

 

ただし、事故の発生原因は「たまたま」では有りません。 

２件共に、スマホの注視が原因で、 

起こるべきことをして、起こした事故です。 

 

同じことをしている皆さんへ、 

考え方が、少し安易すぎませんか？ 

「他人の運命を、勝手に変えてしまう」様になることをしているんですよ！！ 

今まで「たまたま」事故になっていないだけで。 

 

２名共、永年に渡って会社に大きく貢献してきてくれた、ドライバーさんです。 

だから、なおさら残念でなりません。 

タラレバですが、スマホさえ見ていなければ、何事もない日常だったはずです。 

 

試してもらうのは困りますが、２秒、３秒の短時間でも、 

目をつぶっての運転は恐ろしくてとても出来るものではありません。 

何秒間、目をつぶって（＝スマホを注視して）いたのでしょうか！？ 

 

ヒューマンエラーは、仕方のないことだと思います。 

ただし、確率を限りなく「０」に近づけるように、 

皆さんと二人三脚で改善に向かっているつもりです。 

「必然的」に悪い結果を招くことは、今すぐに止めてください。 

 

この２件を含め、今期に入って半年で５件の人身事故が発生しています。 

ハインリッヒの法則（←知ってるよね）で逆算すれば、 

約 150件の小さな事故と、1,500件の「ヒヤリハット」の結果となります。 

一人あたりで換算すれば、半年で５件の「ヒヤリハット」です。 

普通の運転では、すぐにカウントしてしまう数字です。 

プロの「防衛運転」で、限りなく「０」に近づけて下さい。 

 

再度、再度、再度、 

皆さんは、家庭を守るために働いているのです。 

大切なものが何かを良く考えて、 

くれぐれも、「本末転倒」にならない様な行動を選択しましょう。 

 

人は、後からの大きなメリットよりも、目先の小さなメリットを選びがちです。 

プロの仕事で、前に進んでください。 

 

追記：後回しになりましたが、 

営業の数字は１１月から３月まで、ほぼ予定通りで順調に推移しています。 

こちらは、皆さんの良いパワーがいかんなく発揮してもらえた結果です。 

ありがとうございます。更に、良い方向に舵を切っていきますよ！ 
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◇【携帯依存症】数秒の脇見が一生

を狂わす恐ろしい症状 

近年、交通事故の要因の一つとして携帯依存

症というものが挙げられます。死亡事故をも

引き起こすこの症状はとても恐ろしい病気

です。どんな症状なのか。また対策方法はあ

るのか。という事を知って安全運転に役立て

たいですね。ドライバーは必見の情報です。 

◆運転中でもやめる事ができな

くなる症状 

交通事故を引き起こす原因の一つに携帯電

話の使用が挙げられます。道路交通法の中に

は、『運転中の携帯電話の使用（通話やメー

ル・画像の閲覧）が禁止され罰則が強化され

た』という事が記載されています。それにも

関わらず、未だに携帯電話が原因で交通事故

を起こす人がいます。中には死亡事故に至る

ケースもあり深刻化しています。 

事故を起こしてから気づくことが多いので

すが、携帯電話が気になって仕方がなかった

というパターンがあります。携帯依存症とい

うものです。ビジネス上の連絡や友人とのコ

ンタクトをしきりに行なっているため、運転

中でも思いが携帯電話にいってしまってい 

 

 

るのです。運転に支障をきたし、死亡事故ま

で引き起こしかねないこの症状は非常に危

険なものです。 

◇携帯電話依存症の主な症状 

良く耳にする携帯依存症ですが、運転に支障

をきたす程の症状とは一体どんなものなの

でしょうか。主に見られる症状は２つありま

す。 

１つ目は精神的な不安定というものです。こ

れは常に携帯電話が気になり、チェックした

いという 

気持ちが強くなるものです。さらに、使用で

きない状況にあるというだけで落ち着かな

くなるということもあります。重度になれば

パニック障害を引き起こす事もあります。 

２つ目は即レスという見えない圧力です。携

帯電話を使用している人達の中で出来上が

ってしまった暗黙のルールに、即レスという

ものがあります。即レスとは、受信したらす

ぐに返信するというものです。その為、運転

中であろうが受信があると『返信をしなくて

はいけない。』と、いう圧力みたいなものに

とらわれ行動してしまいます。本来即レ 

 

 

スというルールは存在していません。 

この２つの症状ゆえに、運転中でも携帯電話

を操作し交通事故を引き起こしてしまう事

があります。 

 

◆交通事故を起こさない為にし

なくてはいけない事 

携帯電話が原因の交通事故を起こさない為

には何ができるでしょうか。 

◇罰則を知り自覚する 

道路交通法では、自動車や原動機付き自転車

の運転中に『携帯で通話をする事』『画面を

注視する事』が禁止されています。渋滞中や

赤信号で停車中も同様に当てはまります。ま

た、これらが原因で起きた事故については

『３か月以下の懲役か５万円以下の罰金』が

あります。ただし、罰金については反則金の

支払いをしなかった場合です。 

《反則金の内訳》 

大型車→7,000円 

普通車・自動二輪→6,000円 

原動機付き自転車→5,000円 

大丈夫！俺は絶対携帯電話やスマホを走行中に操作しても事故は起こさないから！！ 

  上期に発生した 5件の人身事故のうち 2件は携帯電話操作が原因なのです。 
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◆事故を起こした時の事を想定

する 

仮に 60㎞で走行していたとして、メール送

信のために３秒ほど携帯を見たとします。 

この時の脇見運転の距離はどれくらいにな

るでしょうか？ 

 

《時速 60㎞×1000ｍ（㎞→mに換算）÷

3600秒（時間→秒に換算）×３秒（携帯を

見た時間）》＝50ｍ 

になります。 

この 50ｍの脇見運転の間に道路状況は刻々

と変わります。『信号が青から赤になる』『路

地から人が飛び出して来る』『前方の車が停

車する』『隣を走っていたはずの車が車線変

更をし、前に入る』など考えられる状況はい

くらでもあります。それらを無視して時速 60

㎞のまま進むなら、甚大な被害が出る事は容

易に想像つきます。「見てなかった…」では

済まない一生ものの償いをする事になるか

も知れません。 

そういう自覚を持って車に乗るなら、交通事

故を引き起こす原因を作らずに済むのでは

ないでしょうか。 

 

 

◇携帯電話依存症 ～一生を狂

わす恐ろしい病気～ 

『たったの数秒だから大丈夫』『ちゃんと前

を向いて運転しているから事故は起こさな

い』という自己過信は交通事故の引き金に指

をかけている様なものです。そんな状態での

運転は注意力が散漫になり、いつ事故を起こ

してもおかしくありません。また、極度の携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帯電話依存症になっているなら『運転をしな

い』等然るべき方法を取らざるを得ないとい

けないかも知れません。 

運転は自分や他人の命に関わる大切な事で

すので、過信や気の緩みは避けなくてはなり

ません。 

少しの脇見運転が一生を台無しにする事に

なり得ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドライバーの手記 ドライバーの手記 




